
請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当

令和2年
12月7日

令和2年
12月21日

2001-10534-001-01の回答である様に、医療関係者には、学校給食費
が徴収されない対象の子どもが必ずいる事がわかる文書（教育委員
会事務局保有分）

不存在
教育委員会
事務局

保健体育担
当

令和2年
12月10日

令和2年
12月24日

・庁内メール（令和２年２月28日９時18分　指導部教育活動支援担
当において受信）
件名「【送付】新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中
学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業につい
て」
・庁内メール（令和２年２月29日１時19分　指導部教育活動支援担
当において受信）
件名「【一斉休業通知に係るQ＆Aについて（新型コロナウイルス感
染症）】」
・庁内メール（令和２年３月６日11時14分　指導部教育活動支援担
当において受信）
件名「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策のための小学
校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に
関するＱ＆Ａの送付について（３月４日時点）」
・庁内メール（令和２年３月９日21時44分　総務部総務課および指
導部教育活動支援担当において受信）
件名「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策のための小学
校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に
関するＱ＆Ａの送付について（３月９日時点）」
・庁内メール（令和２年３月12日９時11分　総務部総務課および指
導部教育活動支援担当において受信））
件名「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策のための小学
校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業に
関するＱ＆Ａの送付について（３月11 日時点）」　他16件

公開
教育委員会
事務局

総務課
教職員給
与・厚生担
当
教職員人事
担当
保健体育担
当

令和2年
12月10日

令和2年
12月24日

新型コロナウイルス感染症を蔓延させる恐れがある場合の教職員の
服務に関する記載がある下記の文部科学省からの通知と事務連絡の
合計８件のメールが大阪市教育委員会に送信されている。
あ) 2020年２月28日 文部科学事務次官 通知 元文科初第1585号
い) 2020年２月28日 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課
事務連絡
う) 2020年３月５日 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課
事務連絡
え) 2020年３月９日 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課
事務連絡
お) 2020年３月11日 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課
事務連絡
か) 2020年３月13日 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課
事務連絡
き) 2020年３月17日 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課
事務連絡
く) 2020年３月24日 文部科学事務次官 通知 元文科初第 1780 号
これらの文科省からの配信に関して、次の公文書の公開を請求す
る。

２）「え) 2020年３月９日 文部科学省初等中等教育局健康教育・食
育課 事務連絡」のメールを受信した担当課が、教育長・教育次長・
教務部長・教務部担当係長・服務監察担当課長及び課長代理・教職
員給与厚生担当課長及び課長代理および他の関係者に「え) 2020年
３月９日 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 事務連絡」
のメールを共有した事実と日付・時刻を示す記録。

３）・・・いつのどの場で文科省の８件の通知・事務連絡に記載さ
れている「教職員の服務」の要請を○○学校長および○○からの要
請には適用できないとの意思を形成されたかを公文書として開示さ
れること。

不存在
教育委員会
事務局

総務課
教職員給
与・厚生担
当
教職員人事
担当
保健体育担
当

令和2年
12月19日

令和2年
12月28日

子どもたちの移動を促すことで、新型コロナウイルスの感染リスク
が高まる恐れが考えられるところ、大阪イルミナージュへの小学生
無料招待に関するチラシ配布を新型コロナウイルスの感染拡大時期
に配布することについて、そのリスク・適切性を検証した一切の文
書（文書請求先：教育委員会）

不存在
教育委員会
事務局

初等・中学
校教育担当

公開請求の内容及び処理状況

非公開事由
（7条該当号）

教育委員会事務局　12月分


